


阪神間都市計画公園の変更（3.3.401 号 大物公園ほか 3公園、尼崎市決定）について 

 

１ 都市計画法第 17 条（同法第 21条第 2 項において準用）に基づく変更案の縦覧結果 

（１）縦覧期間 

  令和 7年 3月 14 日（金）から 3月 28 日（金）まで 

 

（２）縦覧場所 

  市役所（公園計画・21 世紀の森担当） 

 

（３）縦覧者数 

2 名 

 

（４）意見書の提出 

0 件 

 

２ 今後の予定 

令和 7年 5月  都市計画決定告示・永久縦覧 

以 上 
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